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令 和 ７ 年 ５ 月 発 行   

第  ２  ４  ５  号 

盛 岡 市 少 年 セ ン タ ー   

盛 岡 市 神 明 町 ３ 番 29号   

盛 岡 市 保 健 所 庁 舎 ４ 階 

TEL603-8005 FAX623-3516 

 新たに所長に着任しました佐藤俊治と申します。本市におきましては、令和５年４月から施行された

「こども基本法」の理念を念頭に、令和７年度からの５年間を計画期間とした盛岡市こども計画を策定

しました。この計画は、「こどもまんなか社会」の実現を目指し社会全体でこども施策を推進するもの

ですが、特に、こどもの意見を聴くこと、こどもが意見を表明できる機会を確保することなどで、こど

もの権利が大切にされ、幸せな生活を送ることできる環境づくりに関する取組を強化しております。少

年センターとしましても、少年の声を丁寧に受け止めながら、それぞれのペースで幸せな生活を送るこ

とができる環境づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、少年センターでは、街頭巡回活動や少年相談、広報啓発活動などに取り組んでいますが、令和

６年度の補導件数は35件で、コロナ禍前の令和元年度の補導件数（93件）と比較すると低い水準とな

っており、日々、街頭巡回指導を行っていただいております補導委員の皆様はじめ、少年を見守ってい

ただいております地域の皆様の御協力の賜物であり、心から感謝申し上げます。 

皆様も御承知のとおり、情報通信技術の急速な発展・普及は、生活サービスの利便性の向上や多くの

人とつながる機会の拡大など、私たちの暮らしを豊かにする反面、例えば、SNSの普及はそれをきっか

けに犯罪に巻き込まれる危険性が高まるなど、少年が被害者にも、加害者にもなり得るリスクの高まり

が指摘されています。また、補導件数の減少とは反して、小学生、中学生の万引きなどの刑法犯罪は増

加傾向にありますので、街頭巡回活動などの草根の活動は、様々な環境に置かれている少年に心を寄せ、

寄り添うとともに、地域の支援者の関係性を構築する重要な取組の１つであると考えております。 

今年度も、少年非行の未然防止と早期発見に努めることで、少年の健全育成を推進してまいりたいと

存じますので、引き続き、少年センターの活動に御支援、御協力いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

もりおかし  

退任あいさつ 

新年度あいさつ            

   

盛岡市少年センター 前所長 杉田 博信           

   

盛岡市少年センター 所長 佐藤 俊治           

   

  このたびの定期人事異動により、令和７年３月31日をもちまして少年センター所長を退任い

たしました。所長としての３年間、皆様から多大なる御指導、御協力をいただきましたことに、

心より感謝申し上げます。 

 在任中は、コロナ禍による行動制限などが徐々に緩和され、当センターにおきましては、自粛

や縮小していた事業内容をコロナ前に戻せるよう感染防止対策を講じながら、活動してまいりま

した。 

皆様の御協力をいただきながら取り組んでまいりました街頭巡回活動や様々な啓発活動などの

経験は、今のこどもたちの姿を知り、青少年の健全育成と非行防止に向けた活動に携わることが

できる機会となり、私自身、多くの気付きや学びをいただき、未来を担うこどもたちが健やかに

成長する地域づくりに助力してまいりたいと思っています。 

最後になりますが、皆様の益々の御健勝と御活躍を祈念いたしますとともに、今後におきまし

ても、少年センターの活動に御支援、御指導を賜りますようお願いいたしまして、退任のあいさ

つとさせていただきます。誠にありがとうございました。 
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活 動 計 画 

活 動 方 針 

 

 

 令和７年４月18日（金）、「盛岡市少年センター運営協議会」が開催され、本年度の活動方針と活

動計画が協議され決定しました。 

盛岡市少年センター運営協議会は、「盛岡市少年センターに関する規則」に基づき、盛岡市長が関

係機関・団体の方々に運営委員を委嘱し、少年センターの業務計画の策定に当たるなど、効果的な活

動の推進のために設置されています。 

 運営委員は、岩手県関係者・警察関係者・福祉関係者・学校関係者等、現在14名で構成され、毎年

４月に運営協議会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 永年勤続表彰、少年補導委員委嘱状交付式及び研修会 

チャグチャグ馬コ特別巡回 

７月 第１回一日少年補導委員街頭啓発活動 

盛岡市ＰＴＡ連合会との合同巡回及び懇談会 

８月 夏祭り特別巡回 

９月 秋祭り特別巡回 

10・11月  少年補導委員懇談会 

11月  環境点検、朝の挨拶運動 

12月 第２回一日少年補導委員街頭啓発活動 

年間  定期街頭巡回活動、少年相談、出前講座等 

１ 街頭巡回活動 

非行行為の早期発見のため、関係機関・民間有志の協力を得て、街頭巡回活動の 

充実に努めます。 

２ 少年相談 

少年や保護者の相談に対応するため、電話・面接・メール相談の充実に努めます。 

３ 環境点検活動 

安全安心な環境づくりのため、関係機関・団体・地域との連携の強化を図ります。 

４ 広報啓発活動 

機関誌の発行、出前講座の開催等により、非行防止・健全育成の啓発に努めます。 

５ 関係機関・団体との連携 

関係機関との連携を図り、少年の非行防止・健全育成の促進に努めます。 
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 街頭巡回活動を通じて、遭遇する可能性のある補導対象行為について、解釈基準等を 

紹介します。補導の対象は、20歳未満の少年です。 

【不健全性的行為】～少年の健全育成上支障のある性的行為で、一時の快楽を目的とした性交又は性交

類似行為等です。 

【飲酒・喫煙】～飲酒の場合は、酒類を飲用し、または飲用するために酒類を携帯している行為であり、

喫煙の場合は、喫煙し又は喫煙のためにたばこをなどを携帯している行為です。他の少年へ供与する

ための携帯も同様です。成人年齢が18歳に引き下げられましたが、健康面への影響や非行防止、少年

の保護等の観点から、これまで通り、20歳未満は、飲酒・喫煙が禁止されています。 

【怠学（怠業）】～みだりに学校を休み、または早退する行為と、みだりに職場を休み、または早退す

る行為です。原因にいじめが介在する登校拒否でないか良く確認する必要があります。 

【風俗営業所への立ち入り】～風俗営業適正化法に定める飲食店、パチンコ店、ゲーム機営業店等に立

ち入る行為です。風俗営業であるゲームセンターへの立ち入りは、18歳未満は午後10時まで、16歳未

満は午後６時までとなっています。ただし、ゲームコーナーは、この限りではありません。（学校の

きまりは除く） 

【深夜徘徊】～街頭巡回活動時間帯に遭遇することはありませんが、正当な理由なく、深夜にはいかい、

またはたむろする行為です。深夜の定義は、岩手県青少年のための環境浄化に関する条例に定める午

後11時から翌日の午前４時までの間です。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

～ 補導対象行為と解釈基準について ～ 

～ 街頭巡回活動に当たってのお願いについて ～ 

●巡回活動を欠席する場合は、必ず班長に連絡してください。 

 （集合する班員を事前に把握できることで、実施の可否の判断など、円滑な活動が可能になりま

す。） 

●巡回は、必ず複数で行い、ひとりでの巡回は行わないようにしてください。 

 （事故防止上の措置です。ひとりしか集まらない場合は、御迷惑をおかけしまが、巡回を中止し

てください。） 

●巡回場所は、各班で検討し、適宜コースを選定の上で巡回をお願いします。 

●４月から、巡回時間が夏時間になりました。 

○専任補導員と少年補導委員との合同巡回 

巡回時間：冬季・15：00～17：00⇒夏季・16：00～18：00 

○少年補導委員による地区巡回 

巡回時間：冬季・15：00～17：00⇒夏季・16：00～18：00 

  ○夜間巡回は年間を通して18：00～20：00となりました。     

巡回日時の変更は可能なので、その際は、少年センターまで連絡をお願いします。 
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３/13(木) 31班 乙部中学校区 

 あるコンビニの店員さんからタバコの新

商品について教えていただきました。「ベ

ロ」という名前の、口の中に入れて唇の裏

に張り付けて楽しむもので、タバコと同じ

効果が得られるとのことでした。価格は320

円と安いです。未成年は使用が禁じられて

いるものです。煙が出るわけではないので、

外見からは判断が出来ず、指導が難しいと

思いました。 

⇒情報提供ありがとうございました。店員さん

との情報交換はとても有意義です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/14（火） 17班 下橋中学校区 

城跡公園内の電灯がついていて、明るい中

で巡回が出来ました。工事のための電灯かも

しれませんが、明るさがあるなしでは、治安

上大きな違いがあるように感じました。引き

続き電灯をつけていただくことを強く望みま

す。 

⇒ 寒い中の巡回、ありがとう 

ございました。 

引き続き、市の担当課に改善 

の要望をしていきたいと思います。 

 

 

 

巡 回 日 誌 よ り 

≪主査 照井 智貴≫ 

令和４年４月から３年間、補導委員の皆様には大変お世話になりました。 

在任期間中、巡回時間の変更等色々と慣例によらない変更にご協力を呼びかけさせていただき

ましたが、皆様のご協力もあって現在の少年センターがあるものと認識しております。 

今後とも少年センターをよろしくお願いいたします。 

≪専任補導員 太田 博之≫ 

 大変お世話になり、ありがとうございました。 

                                                                                      

≪主任 晴山 耕太≫ 

４月より着任しました晴山です。少年の健全育成に貢献できるよう精一杯頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

                                

                                       

  

新任あいさつ 

退任あいさつ 

専任補導員は、石川・松井の二人になります。よろしくお願いいたします。 

盛 岡 市 少 年 セ ン タ ー 補 導 状 況       (1月～3月) 

不健全 喫煙 怠学 その他 カラオケ ゲーセン 公園 路上 その他

男 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1

女 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1

男 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 13 9

女 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 18 9

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

男 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3

女 6 1 0 0 7 0 0 0 0 9

計 10 1 0 0 11 0 0 0 0 12

注：▲は減少を示す

有職・無職 0 0 ▲ 3

計

4 15

7 20

11 35

3

12

11

23

専門学校生 0 0 0

大学生 0 0 0

中学生 3 4 2

高校生 8 31 13

2

18

0

0

                               　 　   　　　　              令和7年3月31日現在

区分 性別 補導件数
行　　為　　別 場　　所　　別

6年度累計
5年度

累計
増減


